
訴えられても、
落ち着いて！

裁判のすすめ方、調停・審判の手続など、
民事家事当番弁護士が適切に
アドバイスをします！京都駅前法律相談センター

京都弁護士会館

京都弁護士会館

場所：山崎メディカルビル6階 （ヨドバシカメラ南側）

市民交流プラザふくちやま（福知山市駅前町400）

JR 京都駅

バスターミナル

ヨドバシカメラ

木津屋橋通

塩小路通 地下街通路
を示す

京都
タワー

新阪急
ホテル関西電力

京都中央
郵便局

ローム

マクドナルド

ローソン

山崎メディカルビル6階

烏
丸
通

室
町
通

1

2

3

4

1 2 3 4

5

6

7

8

5 6 7 8

民事家事当番弁護士

相談無料

民
事
家
事

当
番
弁
護
士



ある日突然、訴状が届いた、調停の呼出状が届いた、
そんな時は京都弁護士会へご相談ください。

民事家事当番弁護士

民事家事当番弁護士制度って何ですか？
Ｑ１

裁判・調停の当事者なのに、
弁護士に依頼していない方の
ために、弁護士が迅速に相談
に応じる制度です。裁判所で
の手続き、その事件の問題点
などをご説明して、適切な対
応ができるようアドバイスし
ます。

A１

どんな事件でも相談できるのですか？
Ｑ 4

現に裁判所に係属している民事事件又は家事事件（い
ずれの事件においても調停事件を含む）で、事件の
代理人として弁護士を依頼していない事件です。な
お、事件の内容によっては対象とならないものもあ
ります。

A ４

相談するとき、
持って行くものはありますか？

Ｑ 6

裁判所に提出されたもしくは裁判所から送付された
訴状や調停申立書、期日呼出状等をご持参ください。
これらの書類により裁判所での手続きが係属中であ
ることを確認させていただきます。書類をご持参さ
れない場合は、民事家事当番弁護士制度によるご相
談ができませんのでご注意ください。

A6

どこに行けばいいんですか？
Ｑ 2

裏面の各法律相談センターでご利用いただけます。
事前にお電話で予約をお取りください。

A 2

相談料はいくらですか？
Ｑ 3

相談料は初回無料※です。

２回目以降は有料となります。

A 3

何度でも相談できるのですか？
Ｑ 5

１回に限ります。2回目からは
有料相談になります。

A 5

弁護士に依頼することも
できるのですか？

Ｑ 7

はい。相談を担当した弁護士にそのまま依頼できる
場合があります。また、弁護士の紹介もしています
（ご紹介できない場合もあります）。相談の結果、弁
護士に依頼した方がよいと考えられるときは、弁護
士への依頼をお勧めします。

A 7

民事
　調停

家事
   調停訴訟

1 回

民事家事当番弁護士の助言は、あなたのかけがえのない味方となるでしょう。
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無 　 　 料
初回

（※裏面の各法律相談センターのうち①②は30分、③～⑧は40分）
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